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Ⅰ．宇治市高齢者アカデミーの概要等 

 

（1） 宇治市高齢者アカデミーは、生涯学習の一環として、高齢者を対象に学習

機会を提供することにより、高齢者の社会参加、生きがいづくりに寄与す

るとともに、地域社会に貢献する人材養成を目的としています。 

（2） 宇治市高齢者アカデミーは、正規の単位を修得するための制度で､聴講生

制度ではありません。 

（3） この制度は大学設置基準第 31条（科目等履修生等）および短期大学設置

基準第 17条（科目等履修生等）に基づいて行うものです。 

（4） 宇治市高齢者アカデミーの概要と出願・履修手続は次のとおりです。受講

を希望される方は、所定の期間内に必要な手続を取ってお申し込みくださ

い。 
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Ⅱ.出願手続 

 

（1） 出願の資格 

 

① 宇治市に居住し、かつ住民基本台帳法（昭和 42年法律第 81号）の規定に 

基づき宇治市に登録されている満 65歳以上（令和 5年 9月 1日現在）の 

方のうち、「宇治市・京都文教大学・京都文教短期大学において相当の学力 

があると認めた者」とします。 

 

      ② 2年間継続的に通学し、科目の履修ならびに「アカデミーアワー」への参 

加が見込める者とします。 

 

（2） 履修できる科目および単位数 

 

① 1年間で履修できる単位は、4単位（秋学期：2単位、春学期：2単位）まで

です【願書に令和 5年度秋学期の履修科目を記入してください】。 

＊1科目（2単位）となり、半期に 1科目の履修となります。 

＊履修科目は、以下の 8つの科目群から、1科目を受講してください。 

「宗教・教養」「経済・経営」「メディア・社会心理」「公共政策」 

「観光・地域デザイン」「国際文化」「臨床心理」「教育・福祉」 

          ＊履修科目には、人数制限を設ける場合があります（宇治市高齢者アカ 

デミー受講願書には、履修希望科目の第 1希望、第 2希望を必ず記入し 

てください）。 

 

② 宇治市高齢者アカデミー独自プログラム「アカデミーアワー」（授業期間内に

月 1回程度実施予定）への参加も卒業要件となります。 

＊「アカデミーアワー」とは、宇治市高齢者アカデミーのゼミ活動です。 

特別講義やグループワークなどを予定しています。 

 

③ 履修できる具体的な科目名等はカリキュラム表をご覧ください。 

 

④ 一旦履修を許可された科目は、変更することができませんので、出願時に 

十分注意してください。 
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⑤ 授業内容については、シラバス（授業概要）を参照してください。また、 

Web においても公開しています。下記の URL よりご覧ください。 

https://unipa.kbu.ac.jp/ 

※「シラバス参照のみはこちらからアクセスしてください」のリンクから、

検索画面に移動できます。 

 

（3） 出願期間 

令和 5年 6月 1日(木)～令和 5年 8月 18日(金) 【必着】 

 

（4） 出願手続 

 

① 出願書類（以下の 3点） 

（ア）宇治市高齢者アカデミー受講申請書（所定用紙） １部 

（イ）宇治市高齢者アカデミー受講願書（所定用紙）〈写真添付〉 １部 

（ウ）宇治市高齢者アカデミー受講志望理由書（所定用紙） １部 

 

② 選考料  

免除いたします。 

 

③ その他 

提出された書類は一切返却できません。 

 

（5） 出願受付の部署 

宇治市 長寿生きがい課 生きがい振興係 

        〒611-8501 京都府宇治市宇治琵琶 33番地 

TEL 0774-22-3141（内線：2347） 

＊出願書類を持参または郵送してください。 

受付時間：月～金曜日 8：30～17：15 

＊土・日曜日、祝日の受付はできません。 

 

（6） 選考の方法 

定員を 40名までとし、出願書類および面接により総合的に判定します。 
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（7） 面接実施日時 

8月 25日(金)に実施予定です。面接日時は、出願期間後に案内いたします。 

 

 

Ⅲ.受講決定および受講手続 

 

（1） 受講決定について 

書類選考および面接により受講を許可された方には、9月中旬に「宇治市高齢者

アカデミー受講適否決定通知書」、「納入通知書」を送付いたします。宇治市高齢

者アカデミー受講の決定を受けた方は、納入通知書に記載された指定期日までに

受講料を納付してください。 

 

・受講料 各学期 自己負担 15,000円 （正規受講料 40,000円。 

宇治市から 15,000円、学校法人京都文教学園から 10,000円助成。） 

・登録料 免除いたします。 

 

＊ 詳細は「宇治市高齢者アカデミー受講適否決定通知書」・「納入通知書」送付

時に連絡いたします。 

＊ 受講料の納付は、納入通知書に記載された金融機関でお支払いください。 

＊ その他教材費等は受講者各自で負担いただきます（教科書・テキストなどの

教材は、授業開始後に学内で販売予定です）。 

＊ 一旦納付された受講料は一切返還できません。 

＊ 期日までに受講料の納付がない場合は、受講を辞退したものとみなします。 

 

（2） 入学式について  

詳細は後日ご案内いたします。 
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Ⅳ.宇治市高齢者アカデミー生の学籍および取り扱い 

 

（1） 所定の期日までに受講料の納付を完了された方は、宇治市高齢者アカデミー生

として「科目等履修生証」を交付します。 

 

（2） 宇治市高齢者アカデミー生は、履修科目の試験に合格した場合、当該科目の単

位が認定されます。履修科目の成績については、春学期は当該年度の 9月 1日

以降、秋学期は 3月以降に発表する予定です。 

 

（3） 宇治市高齢者アカデミー生は、「通学証明書」や「在学証明書」、「学生旅客運

賃割引証」などの交付を受けることはできません。 

 

（4） 宇治市高齢者アカデミー生は、受講期間中「科目等履修生証」をもって、本学

図書館等施設およびスクールバスの利用ができます。 

 

出願から科目等履修生として許可されるまでの必要書類等一覧 

1．宇治市高齢者アカデミー受講申請書 

2．宇治市高齢者アカデミー受講願書（写真添付） 

3．宇治市高齢者アカデミー受講志望理由書 

4．受講料(各学期 15,000円) 

 

 

Ⅴ.その他 

 

（1） 原則、公共交通機関・スクールバスをご利用の上、京都文教学園宇治キャンパ

スへお越しください。なお、自動車通学を希望される場合は、宇治市高齢者ア

カデミー受講適否決定のお知らせに記載のお問い合せ先までご連絡ください。 

 

（2） 学期は以下のとおりです。 

     〈秋学期〉10月 1日～翌年 3月 31日まで 

     〈春学期〉 4月 1日～9月 30日まで 
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（3） 授業時間は以下のとおりです。 

＜京都文教大学の科目を受講した場合＞ 

第 1 限 9：00～10：30 

第 2 限 10：40～12：10 

第 3 限 13：00～14：30 

第 4 限 14：40～16：10 

第 5 限 16：20～17：50 

第 6 限 18：00～19：30 

＜京都文教短期大学の科目を受講した場合＞ 

第 1 限 9：00～9：45 

第 2 限 9：45～10：30  

第 3 限 10：40～11：25 

第 4 限 11：25～12：10  

第 5 限 13：00～13：45 

第 6 限 13：45～14：30 

第 7 限 14：40～15：25 

第 8 限 15：25～16：10 

第 9 限 16：20～17：05 

第 10 限 17：05～17：50 

第 11 限 18：00～18：45 

第 12 限 18：45～19：30 
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（4） 定期試験時間は以下のとおりです。通常授業時間と差異がありますのでご注意

ください（試験日程は学内掲示等でお知らせします）。 

※大学ならびに短期大学共通 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（5） 宇治市高齢者アカデミーに関するお問い合わせは、下記担当課までご連絡くだ

さい。 

 

 

 

 

第 1 限 9：00～10：00 

第 2 限 10：20～11：20  

第 3 限 11：40～12：40  

第 4 限 13：30～14：30 

第 5 限 14：50～15：50 

第 6 限 16：10～17：10 

第 7 限 17：30～18：30  

 

〒611-8501 京都府宇治市宇治琵琶 33番地 

宇治市 長寿生きがい課 生きがい振興係 

TEL 0774-22-3141（内線：2347） 

 


